
第1次・第2次緊急輸送道路ネットワーク計画図（道路法第37条 占用制限指定区域図）

凡例

第1次緊急輸送道路

第2次緊急輸送道路

No.4 1級1号線

起点側：勝田中央7番5地先

末端側：大字馬渡字砂久保520番1地先

No.2 1級8号線

起点側：大字田彦字後原990番7地先

末端側：大字東石川字屋敷内2719番1地先

（田彦地区220,247,328,329号線の一部を含む）

No.1 1級2号線，1級22号線

起点側：大字稲田字原野1223番5地先

末端側：大字馬渡字大沼3048番3地先

No.3 1級12号線

起点側：大字東石川字屋敷内2874番地先

末端側：大字勝倉字大平3433番560地先


